
 

自然環境部会の活動概要 

 

１ 令和元年度の部会開催状況 

 

月 日 

 

議  事  等 

 

令和元年 

  ７月23日 

 

１ 県指定希望が丘鳥獣保護区特別保護地区の再指定について 

 

２ 県指定湖南市三雲鳥獣保護区特別保護地区の再指定について 

 

３ 琵琶湖国定公園に関する公園事業の決定について 

 

   

令和元年 

９月12日 

 

１ 指定希少野生動植物種および指定外来種の追加指定について 

 

２ 保護増殖指針の策定について 

 

 

２ 令和２年度の部会審議予定 

（１）令和２年８月 

○ 県指定沓掛鳥獣保護区特別地区の再指定について（答申案） 

○ 県指定鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区特別保護地区の再指定について（答申案） 

○ 県指定鈴鹿国定公園鳥獣保護区特別保護地区の再指定について（答申案） 

 



１鳥獣保護区制度の概要 

 鳥獣保護区は、鳥獣の保護の見地から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」に基づき指定されます。鳥獣保護区は、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と、都道府

県知事が指定する都道府県指定鳥獣保護区の２種類があります。 

 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息地の保護を図

るため特に必要があると認める地域を特別保護地区に指定することができます。 

 鳥獣保護区内においては、狩猟が認められないほか、特別保護地区内においては、一定の開

発行為が規制されます。 

区分 制度の概要 規制の概要 存続期間 

鳥獣保護区 

（法第 28条） 

鳥獣の保護を図るため、必

要があると認められる地

域に指定するもの。 

・狩猟が認められない。 20 年以内 

(期間は更新可能) 

 特別保護地区 

（法第 29条） 

鳥獣保護区内の区域内に

おいて、鳥獣の保護及びそ

の生息地の保護を図るた

め、必要があると認められ

る地域に指定するもの 

【要許可行為】 

・工作物の新築等 

・水面の埋立、干拓 

・木竹の伐採 

 

※1ha 以下の埋立、干拓

や住宅の設置など鳥獣

の保護に支障がない行

為として政令に定める

不要許可行為がある。 

鳥獣保護区の存続

期間の範囲内 

（以上「環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室ホームページ」より抜粋） 
 なお、滋賀県では、現在、鳥獣保護区を 46 箇所、同特別保護地区を 14 箇所指定しています。 
 
 
２希望が丘鳥獣保護区特別保護地区の概要 

所在地 滋賀県野洲市、湖南市および蒲生郡竜王町 

面積 95ha 

位置図 別添のとおり 

再指定期間 令和元年 11 月 1 日から令和 11年 10 月 31 日 

初回指定日 昭和 55 年 11 月 1 日（以降平成元年、11 年、21年と再指定） 

 
 
３湖南市三雲鳥獣保護区特別保護地区の概要 

所在地 滋賀県湖南市 

面積 100ha 

位置図 別添のとおり 

再指定期間 令和元年 11 月 1 日から令和 11年 10 月 31 日 

初回指定日 昭和 59 年 11 月 1 日（以降平成元年、11 年、21年と再指定） 

 



希望が丘鳥獣保護区特別保護地区区域図 

荒川 

通称 
銀輪の橋谷 

希望が丘キャンプ道 

野洲市と蒲生郡 
の境界線 

県有地と民有地 
の境界線 

県有地と民有地 
の境界線 

家棟川左岸 

※三上山鳥獣保護区 



湖南市三雲鳥獣保護区特別保護地区区域図 

甲賀カントリークラブ 
私用車道 

山林稜線 

甲賀市と湖南市の境界線 

県道牧甲西線 
旧道 

甲賀カントリークラブ 
管理用道路 

庵々谷林道支線 
治山管理用道路 



１鳥獣保護区制度の概要 

 鳥獣保護区は、鳥獣の保護の見地から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」に基づき指定されます。鳥獣保護区は、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と、都道府

県知事が指定する都道府県指定鳥獣保護区の２種類があります。 

 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息地の保護を図

るため特に必要があると認める地域を特別保護地区に指定することができます。 

 鳥獣保護区内においては、狩猟が認められないほか、特別保護地区内においては、一定の開

発行為が規制されます。 

区分 制度の概要 規制の概要 存続期間 

鳥獣保護区 

（法第 28条） 

鳥獣の保護を図るため、必

要があると認められる地

域に指定するもの。 

・狩猟が認められない。 20年以内 

(期間は更新可能) 

 特別保護地区 

（法第 29条） 

鳥獣保護区内の区域内に

おいて、鳥獣の保護及びそ

の生息地の保護を図るた

め、必要があると認められ

る地域に指定するもの 

【要許可行為】 

・工作物の新築等 

・水面の埋立、干拓 

・木竹の伐採 

 

※1ha 以下の埋立、干拓

や住宅の設置など鳥獣

の保護に支障がない行

為として政令に定める

不要許可行為がある。 

鳥獣保護区の存続

期間の範囲内 

（以上「環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室ホームページ」より抜粋） 

 なお、滋賀県では、現在、鳥獣保護区を 46 箇所、同特別保護地区を 14 箇所指定しています。 

 

 

２沓掛鳥獣保護区特別保護地区の概要 

所在地 滋賀県長浜市 

面積 51ha 

位置図 別添のとおり 

再指定期間 令和２年 11月 1日から令和 12年 10月 31日 

初回指定日 昭和 60年 11月 1日（以降平成２年、12年、22年と再指定） 

 

 

３鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区特別保護地区の概要 

所在地 滋賀県高島市 

面積 107ha 

位置図 別添のとおり 

再指定期間 令和２年 11月 1日から令和 12年 10月 31日 

初回指定日 昭和 60年 11月 1日（以降平成２年、12年、22年と再指定） 

 

４鈴鹿国定公園鳥獣保護区特別保護地区の概要 



所在地 滋賀県東近江市、甲賀市 

面積 233ha 

位置図 別添のとおり 

再指定期間 令和２年 11月 1日から令和 12年 10月 31日 

初回指定日 昭和 60年 11月 1日（以降平成２年、12年、22年と再指定） 

 



国土地理院電子地形図（タイル）

沓掛鳥獣保護区特別保護地区区域図

県有地と民有地の境界線

県有地と民有地の境界線

国道８号

滋賀県と福井県の境界線



国土地理院電子地形図（タイル）

鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区特別保護地区区域図

字ワサビ塚と字ウドノ景の境界線

高島市と大津市の境界線

字杉谷と字八池山の境界線

鴨川

字ウドノ景と字魚留の境界線

字杉谷と字小峠平の境界線



国土地理院電子地形図（タイル）

鈴鹿国定公園鳥獣保護区特別保護地区区域図

小班界

根平谷とクキオ谷
にはさまれた尾根

ロハチノイ谷とハチノイ谷に
はさまれた尾根

水晶谷

水晶谷に至る尾根

御在所山より西に
延びる尾根筋

小班界

東近江市と甲賀
市との境界線

小班界

峠谷

野洲川

水領谷左岸の尾根

マツガ谷上流の尾根筋

ニゴリ谷

国有林と民有林の
境界線

滋賀県と三重県の
境界線

峠谷と小峠谷との
間の尾根

権現神社
御在所山山頂

尾根

小谷

水晶東谷

滋賀県と三重県の
境界線


